
 
 

 
青

森
市

議
会

会
議

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則
 

  
青

森
市

議
会

会
議

規
則

（
平

成
十

七
年

青
森

市
議

会
規

則
第

一
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
第

二
条

第
一

項
中

「
事

故
」

を
「

公
務

、
疾

病
、

育
児

、
看

護
、

介
護

、
配

偶
者

の
出

産
補

助
そ

の
他

の
や

む
を

得
な

い
事

由
」

に
改

め
、

同
条

第
二

項
中

「
日

数
を

定
め

て
」

を
「

出
産

予
定

日
の

六
週

間
（

多
胎

妊
娠

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
十

四
週

間
）

前
の

日
か

ら
当

該
出

産
の

日
後

八
週

間
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

範
囲

内
に

お
い

て
、

そ
の

期
間

を
明

ら
か

に
し

て
」

に
改

め
る

。
 

 
第

九
十

一
条

第
一

項
中

「
事

故
」

を
「

公
務

、
疾

病
、

育
児

、
看

護
、

介
護

、
配

偶
者

の
出

産
補

助
そ

の
他

の
や

む
を

得
な

い
事

由
」

に
改

め
、

同
条

第
二

項
中

「
日

数
を

定
め

て
」

を
「

出
産

予
定

日
の

六
週

間
（

多
胎

妊
娠

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
十

四
週

間
）

前
の

日
か

ら
当

該
出

産
の

日
後

八
週

間
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

範
囲

内
に

お
い

て
、

そ
の

期
間

を
明

ら
か

に
し

て
」

に
改

め
る

。
 

 
第

百
三

十
九

条
第

一
項

中
「

、
請

願
者

の
住

所
及

び
氏

名
（

法
人

の
場

合
に

は
そ

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
）
」
を
「

及
び

請
願

者
の

住
所

」
に

、

「
押

印
」

を
「

署
名

又
は

記
名

押
印

」
に

改
め

、
同

条
中

第
四

項
を

第
五

項
と

し
、

第
三

項
を

第
四

項
と

し
、

同
条

第
二

項
中

「
請

願
を

」
を

「
前

二
項

の
請

願
を

」
に

改
め

、
同

項
を

同
条

第
三

項
と

し
、

同
条

第
一

項
の

次
に

次
の

一
項

を
加

え
る

。
 

２
 

請
願

者
が

法
人

の
場

合
に

は
、

邦
文

を
用

い
て

、
請

願
の

趣
旨

、
提

出
年

月
日

、
法

人
の

名
称

及
び

所
在

地
を

記
載

し
、

代
表

者
が

署
名

又
は

記
名

押
印

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

  
 

 
附

 
則
 

 
（

施
行

期
日

）
 

 
こ

の
規

則
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。
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～
 

 提
案

理
由
 



 
本

会
議

及
び

委
員

会
の

欠
席

に
係

る
事

由
を

明
確

化
す

る
等

の
た

め
、

提
案

す
る

も
の

で
あ

る
。
 

 



 
 

 
青

森
市

議
会

委
員

会
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

  
青

森
市

議
会

委
員

会
条

例
（

平
成

十
七

年
青

森
市

条
例

第
二

百
三

十
一

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。
 

 
第

二
条

第
二

項
第

一
号

イ
中
「

税
務

部
」
の

下
に
「

、
浪

岡
振

興
部
（

他
の

常
任

委
員

会
の

所
管

に
属

す
る

こ
と

を
除

く
。
）
」
を

加
え

、「
、
出

納

及
び

浪
岡

事
務

所
（

他
の

常
任

委
員

会
の

所
管

に
属

す
る

こ
と

を
除

く
。
）
」

を
「

及
び

出
納

」
に

改
め

、
同

項
第

三
号

中
「

都
市

整
備

部
」

の
下

に

「
、

水
道

部
」

を
加

え
る

。
 

  
 

 
附

 
則
 

 
（

施
行

期
日

）
 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

三
年

四
月

一
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

経
過

措
置

）
 

２
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

際
現

に
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

前
の

青
森

市
議

会
委

員
会

条
例

第
二

条
に

規
定

す
る

常
任

委
員

会
（

以
下

「
旧

委
員

会
」

と
い

う
。
）
の

委
員

、
委

員
長

及
び

副
委

員
長

と
し

て
選

任
又

は
互

選
さ

れ
て

い
る

者
は

、
こ

の
条

例
に

よ
る

改
正

後
の

青
森

市
議

会
委

員
会

条
例

（
以

下
「

改
正

後
の

条
例

」
と

い
う

。
）
第

二
条

に
規

定
す

る
常

任
委

員
会

の
委

員
、
委

員
長

及
び

副
委

員
長

と
し

て
選

任
又

は
互

選
さ

れ
た

も
の

と
み

な
し

、
そ

の
任

期
は

、
改

正
後

の
条

例
第

三
条

第
一

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
旧

委
員

会
に

お
け

る
委

員
の

残
任

期
間

と
す

る
。
 

３
 

こ
の

条
例

の
施

行
の

際
現

に
旧

委
員

会
に

付
託

さ
れ

て
い

る
事

件
は

、
改

正
後

の
条

例
第

二
条

の
規

定
に

よ
り

当
該

事
件

を
所

管
す

る
こ

と
と

な
る

常
任

委
員

会
に

付
託

さ
れ

た
も

の
と

み
な

す
。
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 提
案

理
由
 

 
青

森
市

事
務

分
掌

条
例

の
一

部
改

正
に

伴
い

、
所

要
の

改
正

を
す

る
た

め
、

提
案

す
る

も
の

で
あ

る
。
 


